
 

八戸市空き家情報冊子広告掲載取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八戸市の空き家対策に関する制度やサービスについてより分かりやすく提供す

るため、市が発行する「八戸市空き家情報冊子」（以下「冊子」という。）に掲載する広告の取扱

いについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（広告掲載者の資格） 

第２条 冊子に広告を掲載できる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

⑴ 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行う者 

⑵ 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行う者 

⑶ 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成24年９月25日実施）

第２条第３号の規定に該当する者 

⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する

営業を行う者 

⑸ 市に納付すべき市民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税を現に滞納している者 

⑹ その他広告掲載者として適当でないと市長が認める者 

 

（広告掲載の基準） 

第３条 冊子に掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

⑴ 公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの 

⑵ 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの 

⑶ 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの 

⑷ 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの 

⑸ その他冊子に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの 

 

（広告の掲載位置等） 

第４条 冊子に掲載することができる広告の総量は、概ね誌面の40パーセント程度とし、掲載位置は

市長が別に指定するものとする。 

 

（広告の募集方法等） 

第５条 市は、冊子の発行業務に関してあらかじめ市と協定を締結した広告取扱事業者に、広告主の

募集及び広告の製作等を行わせるものとする。 

２ 前項の業務を行う広告取扱事業者は、公募により選定する。 

３ 広告取扱事業者は、広告主の募集及び広告の製作等にあたっては、八戸市空き家情報冊子広告掲

載取扱要綱（以下「本要綱」という。）の規定を遵守しなければならない。 

４ 広告取扱事業者は、広告主と広告掲出に関する契約を締結し、報酬等を受領することができる。 

 

（広告主募集の周知） 

第６条 市は、広告取扱事業者が広告主の募集を行うときは、事前に市ホームページ等に掲載して市

民及び事業者等へ周知するものとする。 

 



（広告掲載の申込み） 

第７条 広告主は、広告取扱事業者を経由して、広告掲載者の要件に関する申立書（兼同意書）（別

記第１号様式）を市へ提出しなければならない。 

 

（掲載広告の決定等） 

第８条 広告取扱事業者は、広告案を作成したときは、広告主に係る名簿及び広告案、広告掲載者の

要件に関する申立書（兼同意書）その他必要な書類等を市に提出しなければならない。 

２ 市は、広告取扱業者から前項の規定に基づく書類等の提出を受けたときは、本要綱への適合状況

を確認し、その結果を八戸市空き家情報冊子広告掲載通知書（別記第２号様式）により広告取扱事

業者へ通知するものとする。 

３ 市長は、広告掲載の可否を決定するに当たり疑義が生じたときは、八戸市有料広告審査委員会に

審査を要求することができる。 

 

（広告内容の修正等） 

第９条 市は、前条第２項に基づく確認の結果、広告案の内容が本要綱に抵触する恐れがあると判断

したときは、広告取扱事業者と協議し、広告内容の修正等、必要な指示をすることができる。 

２ 前項の修正等に要する費用は、広告取扱事業者の負担とする。 

 

（広告の内容についての責任） 

第10条 広告取扱事業者は、広告の内容について、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

 (1) 広告の内容に関する一切の責任は広告取扱事業者が負うものとし、市は一切の責任及び負担を

負わないこと。 

(2) 広告の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容に関る財産権のすべて

につき合理的な権利処理が完了していることについて保証すること。 

(3) 広告の内容により、市に対して第三者から広告活動に関連して損害を被ったという請求がなさ

れたときは広告取扱事業者の責任及び負担において解決するものとし、市は責任及び負担を負わ

ないこと。 

 

（広告掲載の決定の取消し） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告の掲載の決定を取り消すことがで

きる。 

(1) 広告主が第２条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は虚偽の申請により広告掲載

の決定を受けたことが判明したとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、掲載上支障があると認められるとき。 

２ 前項の規定により、市長が広告の掲載の決定を取り消した場合において、市に損害が生じたとき

は、広告主は、市に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、市長と広告主とが

協議して定める。 

 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年１０月１９日から実施する。 


